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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
三
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
原
子
力
の
研
究
開
発
や
医
療
分
野
等
で
の
放
射
線
利
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
の
埋
設
処
分
を
、

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
、
計
画
的
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
の
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
機
構
に
よ
る
埋
設
処
分
業
務
の
実
施

機
構
の
業
務
に
伴
っ
て
発
生
し
た
放
射
性
廃
棄
物
及
び
機
構
以
外
の
者
か
ら
処
分
の
委
託
を
受
け
た
放
射
性
廃
棄
物
の
埋

設
処
分
を
機
構
の
本
来
業
務
に
位
置
付
け
る
こ
と
。

二
、
埋
設
処
分
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
計
画

１

国
は
、
埋
設
処
分
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
。

２

機
構
は
、
１
の
基
本
方
針
に
即
し
て
、
埋
設
処
分
業
務
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
国
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
。

三
、
区
分
経
理
及
び
埋
設
処
分
業
務
に
必
要
な
費
用
の
繰
越
し
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１

機
構
は
、
埋
設
処
分
業
務
等
に
つ
い
て
、
他
の
研
究
開
発
業
務
と
区
分
し
て
経
理
す
る
勘
定
を
新
設
す
る
こ
と
。

２

機
構
は
、
埋
設
処
分
業
務
等
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
利
益
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
利
益
を
翌
事
業
年
度
以
降
の
埋
設

処
分
業
務
等
の
財
源
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


